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JANPIAの定款（第29条 理事の職務及び権限）に規定するもののほか理事間の具体的な職
務分担が規定されていること

理事の職務権限規程 理事の職務権限規程 4条

⚫ 倫理に関する規程

（１）基本的人権の尊重 （日本国憲法） （13条）

（２）法令遵守（暴力団、反社会的勢力の排除）
(1)法人法 (2)認定法 (3)倫理規程 (4)コンプ
ライアンス推進規程

(1)65条 (2)6条 (3)4条
(4)4条2項5号

（３）私的利益追求の禁止
(1)倫理規程 (2)コンプライアンス推進規程 (3)
就業規則

(1)5条 (2)4条2項 (3)19
条オ

（４）利益相反等の防止及び開示
(1)法人法 (2)公益法人会計基準・同注解 (3)
定款 (4)理事会運営規則 (5)倫理規程 (6)コ

(1)84条、92条 (2)第
5(14)・注17 (3)36条

（５）特別の利益を与える行為の禁止
「特定の個人又は団体の利益のみの増大を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利
益を与える行為を行わない」という内容を含んでいること

(1)認定法・同施行令 (2)倫理規程 (1)5条・1条 (2)6条2項

（６）情報開示及び説明責任 (1)定款 (2)倫理規程 (1)58条 (2)7条

（７）個人情報の保護
(1)定款 (2))倫理規程 (3)個人情報保護に関
する基本方針

(1)59条 (2)8条 (3)

● 利益相反防止に関する規程

（１）-1利益相反行為の禁止
「資金分配団体が実行団体を選定、監督するに当たり、資金分配団体と実行団体との間の利
益相反を防ぐ措置」について具体的に示すこと

(1)法人法 (2)定款 (3)理事会運営規則 (4)倫
理規程 (5)コンプライアンス推進規程 (6)助
成・寄贈審査委員会規程 (7)役職員等の利益
相反等防止のための自己申告等規程

(1)84条、92条 (2)36条
(3)17条 (4)6条 (5)4条2
項 (6)2条1号、5条3項
(7)全条

（１）-2利益相反行為の禁止
「助成事業等を行うにあたり、理事、監事、評議員・社員、職員その他の事業協力団体の関係
者に対し、特別の利益を与えないものである」という内容を含んでいること

(1)認定法・同施行令 (2)倫理規程 (3)役職員
等の利益相反等防止のための自己申告等規
程

(1)5条・1条 (2)6条2項
(3)全条

（２）自己申告
「役職員に対して、定期的に「利益相反に該当する事項」に関する自己申告をさせた上で、適
切な組織において内容確認を徹底し、迅速な発見及び是正を図る」という内容を含んでいるこ
と

役職員等の利益相反等防止のための自己申
告等規程

全条

⚫ コンプライアンスに関する規程

（１）   コンプライアンス担当組織
実施等担う部署が設置されていること

コンプライアンス推進規程 5条

（２）コンプライアンス委員会（外部委員は必須）
「外部の有識者等も参加するコンプライアンス施策の検討等を行う組織及びその下に実施等
を担う部署が設置されている 」という内容を含んでいること

同上 5条、6条

（３）コンプライアンス違反事案
「不正発生時 には、原因究明、関係者に対する厳格な処分及び再発防止策を確実に実施
し、その 内容を公表する」という内容を含んでいること

内部通報規程 8条3項

⚫ 公益通報者保護に関する規程

（１）ヘルプライン窓口（外部窓口の設置が望ましい） 内部通報規程 4条

（２）通報者等への不利益処分の禁止
「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドラ
イン（平成28 年 12 月９日消費者庁）」を踏まえた内部通報制度について定めていること

同上 8条4項、9条

⚫ 情報公開に関する規程

以下の１.～４.の書類が情報公開の対象に定められていること
１. 定款
２. 事業計画、収支予算
３. 事業報告、貸借対照表及び損益計算書、財産目録
４. 理事会、社員総会、評議員会の議事録

情報公開規程 (1)定款 (2)情報公開規程
(1)11条2項、12条2～4
項、27条3項、47条3項、
56条2項 (2)8条、別表

⚫ 文書管理に関する規程

（１）決済手続き 文書管理規程 6条

（２）文書の整理、保管 同上 9条

（３）保存期間 同上 10条、別表

文書管理規程

倫理規程

・倫理規程
・理事会規則
・役員の利益相反禁
止のための自己申告
等に関する規程
・就業規則
・審査会議規則
・専門家会議規則

コンプライアンス規程

内部通報（ヘルプライ
ン）規程





特例申請の理由（草の根支援事業「子ども支援団体の組織基盤強化」） 
 

公益財団法人パブリックリソース財団 
 

2020 年度と 2021 年度については、各々補助率を９８.６％とすることを希望します。 
補助率が高いのは、当該年度については、弊財団の財政基盤が弱く自己資金調達が困難

であることと、休眠預金申請事業において成果を示せていない段階のため、民間資金の調

達が困難であるためです。 
なお最終年度にあたる 2022 年度には民間資金の調達を行い、補助率が８０．０％となる

よう、計画を立てております。 
 

以上 




